
   令和７年度 介護保険制度のおもな変更点  
 

本ガイドブックに下記のとおり変更が生じましたので、ご案内いたします。 

 

令和 7年 4月から  

●介護保険料の第 1 段階と第 2 段階、第 4 段階と第 5 段階を分ける基準となる金額

が変わりました。 

【対象ページ P５】 

80万円 → 80万 9千円 

該当箇所： 

 

 

●要介護認定の申請時に必要なもの 

【対象ページ P８】 

医療保険の保険証→医療保険に加入していることがわかるもの（40～64歳の人） 

該当箇所： 

 



令和 7年 8月から  

●高額介護サービス費の支給要件の一部が変わります 

【対象ページ P１３】 

80万円 → 80万 9千円 

該当箇所： 

 

 

 

●特定入所者介護サービス費の支給要件の一部が変わります 

【対象ページ P１４】 

80万円 → 80万 9千円 

該当箇所： 

 

 

 

（お問い合わせ先） 

平塚市介護保険課 ☏：0463-21-8790 / FAX：0463-21-9742 


